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令和２年度 第３回 小平市男女共同参画推進審議会 会議要録 

 

日時：令和３年２月３日（水）午前１０時～午前１１時５０分 

場所：市役所 ５０４会議室 

 

１ 出席者 

小平市男女共同参画推進審議会委員 ９人 

 

２ 傍聴者 

１人 

 

３ 会議資料 

資料１  男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査報告書 

  資料２  男女共同参画推進に関する市民意識調査報告書【概要版】 

資料３  男女共同参画推進に関する事業所実態調査報告書【概要版】 

資料４  第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～【概要】 

資料５  小平アクティブプラン２１（第三次小平市男女共同参画推進計画）対応表 

参考資料 ひとりひとりが幸せな社会のために 

 

４ 議題 

(1)  男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査の報告について 

(2)  内閣府による第５次男女共同参画基本計画（令和２年１２月２５日閣議決定）に 

ついて 

(3)  第４次小平市男女共同参画推進計画（小平アクティブプラン２１）への反映の 

方向性について 

  

５ 会議記録（要約） 

議題（１）男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査の報告について 

⇒資料１ 男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査報告書 

資料２ 男女共同参画推進に関する市民意識調査報告書【概要版】 

資料３ 男女共同参画推進に関する事業所実態調査報告書【概要版】 

 

会 長 ：議題（１）男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査の報告につ

いて事務局より説明を。 

事務局 ：資料１の概要版である資料２を使用し、男女共同参画推進に関する市民意識

調査の報告をする。 



2 

   ・Ⅰ調査の概要について、調査対象は１８歳以上の市民より、２千人を無作 

為抽出、回収率は４０.７％、前回調査から４．７ポイント増加。 

・Ⅱ回答者の属性は、回答者の約６割が女性。５０歳代までの各世代の回答が

２割前後ずつ。職業について、女性がパート・アルバイト２１．７%、男性

が従業者数１０１人以上の大規模事業所の正規従業員３０．４%と最も多い。

勤務地は男女ともに、小平市外で勤務している方が多い。婚姻状況について

は全体で６割程度が既婚。結婚、出産、育児を理由とした退職経験について

は、「ある」とした方が女性は前回調査より９．４ポイント増加。世帯の働

き方は、共働き世帯が半数以上を占めている。 

・Ⅲ男女共同参画意識について、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」 

という考え方に「反対」の考えは６５．５％と前回調査から２４．６ポイン

ト増加。 

・Ⅳ家庭での家事・育児・介護の役割分担の理想と現状については、理想では 

「仕事と家事・育児・介護を平等に分担すること」が６１．４%であるのに

対し、現状は１２％と、４９．４ポイントの開きがある。 

・Ⅴ地域活動・防災について、「現在行っている活動はない」は３９．７％と

前回調査から１２．７ポイント増加。「今後行いたい地域活動がない」も、

１７％と前回調査より３．４ポイント増加。 

・Ⅵ仕事について、女性は「仕事をしていない」が４０．４％と前回調査から 

６．３ポイント増加。男性は「仕事をした」が７４．３％と前回調査よりも 

８．２ポイント増加。「職場での性別によるちがい」では、「性別で違いがあ 

ると感じられることはない」が、女性は５３．３％で市の調査ごとに増加の 

傾向。男性は４４．７％と前回調査より２．２ポイント減少。性別で傾向に    

差が見られた。 

・Ⅶワーク・ライフ・バランスについて、「仕事」「家庭生活」「個人の生活」 

の優先度は『「仕事」「家庭生活」「個人の生活」のすべてを優先』とした人 

が最も多く３２．７％であるが、現状においてすべて優先できている人は７． 

８％となっている。現状で最も多いのは「仕事」を優先させている人が２２． 

１％で、理想と現状での差がみられた。育児休業の取得状況は、女性が 

３２．７％と上昇傾向。男性も、１１．６％と前回調査から７ポイント増加。 

介護休業の取得率の上昇も見られた。 

・Ⅷ教育について、男女平等教育を進める上で重要なことは、どの項目も前回 

調査と比べ割合が高くでた。 

・Ⅸ人権について、ハラスメントを受けた経験は約半数がないと回答。 

受けたハラスメントでは、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、 

セクシュアル・ハラスメントの順で割合が高くなっている。 
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    「デートＤＶの認知度」では、１８から２９歳の割合が５７．５％と高い。 

    「暴力の認識」については、全般的に小平市調査では東京都調査、全国調査

よりも認識が高い状況。性的マイノリティについては７割の方が言葉も内

容も理解している。 

・Ⅹ女性活躍推進について、「政策や方針の決定過程に女性の参画が少ない 

理由」は「男性優位の組織運営であるから」が６４．１％で最も高い。 

・ⅩⅠ小平市の男女共同参画に関する施策では、小平市男女共同参画推進条 

例の認知度が前回調査より３．５ポイント増加。男女共同参画センター 

”ひらく”、小平市男女共同参画推進計画の認知度はともに減少傾向。 

 

資料１の概要版である資料３を使用し、男女共同参画推進に関する事業所実

態調査の報告をする。 

・Ⅰ調査の概要について、調査対象は従業者数５人以上の市内全事業所、約 

２千事業所。回収率は２５．７％と、他自治体での事業所調査と比較して 

も平均的な回収率であった。 

・Ⅱ回答事業所の属性は、業種別に医療・福祉、卸・小売業、建設業の順に 

多く、従業員規模は５～９人が３９．３％、１０～２９人が３６．８％と

小規模事業所が４分の３を占めている。従業員の女性割合は、正規従業員

では２０～３０％の事業所が１６．３％で最も多く、パート、契約・派遣

社員等では女性割合が１００％の事業所が最も多い。正規従業員の平均年

齢は、女性が４５．４７歳、男性が４６．０７歳。正規従業員の平均勤続

年数は男女とも５～９年が一番多い。 

・Ⅲワーク・ライフ・バランスについて、取組を約６割の事業所で実施して

おり、業種別では、金融・保険業、生活関連サービス業、教育・学習支援

業の順にワーク・ライフ・バランスへの取組が進んでいる。具体的に実施

している取組は「長時間労働の削減」と「有給休暇の取得促進」がともに

７６．９％。取組によって期待される効果と得られた効果は「従業員の意

欲向上」、「従業員の健康維持」の順に高い。 

「正規従業員」一人あたりの年次有給休暇の平均取得日数は「６～１０日」 

が３８．４％、一人あたりの月平均時間外労働時間は「１０～２０時間未

満」が２７．１％で最も高い。 

「各種労働制度」の導入については「育児休業制度」「出産休業制度」「半

日・時間単位の有給制度」の導入が過半数を超える。新型コロナウイルス

感染拡大防止対策として、継続して取り入れた事業としては「在宅就業制

度（テレワーク）」が４８．９％の事業所で導入されている。 

・Ⅳ仕事と生活の両立支援について、育児休業取得率では女性が９７．９％ 

と東京都調査より２．３ポイント高い。男性も１７％と東京都調査よりも
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５．２ポイント高い。育児休業取得期間は女性が「１年から１年６カ月未

満」が４０．６％で最も高く、男性は「５日未満」が３７．５％。 

介護休業制度がある事業所のうち、介護休業を取得した従業員がいた事業

所は９．９％で、東京都調査より５．４ポイント低くなっている。 

・Ⅴ職場のハラスメントについて、問題になったハラスメントはパワー・ハ 

ラスメントが最も多く５４．３％。続いてセクシュアル・ハラスメント、

モラル・ハラスメントの順となっている。 

・Ⅵ女性活躍推進について、「課長補佐職」以上の女性管理職の割合は１０．

５％と東京都調査より１．３ポイント高いが、「係長職」以上の女性管理

職の割合は１１．５％と東京都調査より２．７ポイント低くなっている。 

女性管理職の割合が３割未満であった事業所の女性管理職が少ない理由 

は、「女性従業員が少ない、またはいないから」が 31.8％で最も高い。 

 

会 長 ：議題（１）について質問はあるか。 

 

会 長 ：質問等がないようなので、次の議題について。 

 

議題（２）内閣府による第５次男女共同参画基本計画（令和２年１２月２５日閣議 

決定）について 

⇒資料４ 第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～【概要】 

 

会 長 ：議題（２）内閣府による第５次男女共同参画基本計画（令和２年１２月２５ 

日閣議決定）について、事務局より説明を。 

 

事務局 ：資料４を使い、内閣府による第５次男女共同参画基本計画（令和２年１２月 

２５日閣議決定）について、説明する。 

    ・国の第５次計画では～すべての女性が輝く令和の社会へ～として、社会情勢 

の現状をとらえ、取組の進み具合が十分でない分野への課題へ対応し、取組 

を一層加速させることが必要であるとしている。 

・社会情勢の現状、予想される環境変化及び課題としてあがっている８つを順 

に説明する。 

・（１）新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応として、外 

出自粛や休業等により女性の雇用、所得に特に影響が出ている。一方、仕オ 

ンライン活用が拡大し、新しい働き方が普及しつつある。 

・（２）人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加としては、長期の人口

減少過程に入り、世帯構成の変化が生じている。女性活躍の推進は多様な 
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視点による生産性の向上につながる。 

・（３）人生１００年時代の到来と働き方・暮らし方の変革としては、日本

は世界有数の長寿社会を迎えているため、人生１００年時代の到来を意識

し、ケアワークに主体的に関わることが必要である。また、幼少期から性

別による無意識の思い込みを生じさせないことが重要。 

・（４）法律・制度の整備と政治分野や経済分野を中心とした女性の政策・

方針決定過程への参画拡大としては、共働き世帯は約７割の状況であるが、

その６割は非正規雇用労働者となっている。男性中心型の労働慣行を見直

す必要がある。政策・方針決定過程への女性参画では課題が多く、ジェン

ダー・ギャップ指数の順位が低い要因となっている。 

・（５）デジタル化社会への対応としては、新たな事業が創出されており、

人材の獲得競争が世界的に激化している。性別を問わず、人材育成が急が

れるが、日本では大学等で理工系分野を専攻する女性の比率や、研究者に

占める女子の比率が諸外国と比べて低いのが課題となっている。 

・（６）国内外で高まる女性に対する暴力根絶への問題意識としては、世界

的に性被害の経験を告発する社会運動が起こり、根絶を求める声が高まっ

ている。 

・（７）頻発する大規模災害では、脆弱な状況にある人々が影響を受けやす

いため、女性リーダーの活躍を促進する必要がある。 

・（８）ＳＤＧｓのジェンダー平等に向けた世界的な潮流では、あらゆる施

策にジェンダーの視点を反映し、取組を進める必要がある。 

・５次計画では３つの政策領域のもと、１１の分野についてそれぞれ令和１

２年度末までの基本的認識、並びに令和７年度末までを見通した基本的方

向性、具体的な取組、成果目標が設定されている。 

     ・成果目標として示されている「市町村職員の各段階に占める女性の割合」、

「自治会長に占める女性の割合」などを抜粋して説明する。 

 

会 長 ：議題（２）について質問はあるか。 

 

会 長 ：質問等がないようなので、次の議題について。 

 

 議題（３）第４次小平市男女共同参画推進計画（小平アクティブプラン２１）への 

反映の方向性について 

⇒資料５ 小平アクティブプラン２１（第三次小平市男女共同参画推進計画）対応表 

  

会 長 ：議題（３）第４次小平市男女共同参画推進計画（小平アクティブプラン２１） 
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への反映の方向性について事務局より説明を。 

 

事務局 ：資料５を使い、議題（３）第４次小平市男女共同参画推進計画（小平アクテ 

ィブプラン２１）への反映の方向性について、説明する。 

    ・基本目標Ⅰについて、市民意識調査問１１の結果から、ワーク・ライフ・バ

ランスが着実に進んでいることが読み取れるため、引き続き市民、事業者へ

の啓発、支援を実施していく。 

・市民意調査問９－１のとおり、性別役割分担意識や職場での性別による違い

は解消されつつある。問１０からは、性別にかかわらず、仕事も仕事以外の

生活も自分のやりがいを高め、自己実現を求めて生活することを多くの人が

望んでいることがわかるが、現状では、結婚、出産・育児を理由とした退職

経験のある人は前回調査より増えており、理想と大きなかい離があることが

わかる。 

・市民意識調査問１３－２からは、男性の育児休業の取得率が上昇傾向に 

あることがわかり、女性が安心して長く働き続けるために、男性も家事・育 

児・介護を行うことがあたり前という環境整備が必要となる。 

・事業所実態調査設問２から、正規従業員の年次有給休暇の平均取得日数は６

～１０日である事業者が市内では一番多く、比較的休暇を取得しやすい状況

となっている。また、事業所実態調査問３より、月平均の時間外労働時間も

１０～２０時間未満と回答した事業所が最も多く、長時間労働とはならない、

ワーク・ライフ・バランスを取りやすい事業者がさらに増えるよう、市とし

ても支援を継続したい。 

・基本目標Ⅱ女性の職業生活における活躍支援では、｢結婚、出産・育児を理

由とした退職経験がある｣という女性の割合が前回調査より増加しているこ

とから、女性の就労継続のための環境づくりの促進、また、再就職支援の強

化などの取組が必要と考えている。 

・政策・方針決定過程への男女共同参画については、国の第５次計画において、 

市区町村レベルでの成果目標が設定されたことから、長期的な視点で取組む

分野の中間目標として、新たな数値をかかげることを検討している。 

・あらゆる場での男女共同参画意識の醸成では、市民意識調査問６より｢地域

活動に参加しているという人｣の割合が１２．７ポイント下がっていること

から、地域における男女共同参画は依然、達成できていない状況が見られる。

地域活動の意義、やりがいを理解してもらうための取組を周知していく必要

がある。また、国の第５次計画では自治会長の女性比率を成果目標としてい

る。 

・学校教育における男女共同参画の推進では、無意識の性別役割分担意識がそ
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の推進を遅らせる要因となるため、性別による無意識な思い込みを生じさせ

ない教育に努めることが重要となる。児童・生徒へ相談しやすい相談先の周

知も必要。 

・基本目標Ⅲのさまざまな困難を抱える人々の安全・安心な暮らしでは、「性

的マイノリティ」の認知度は市民意識調査設問２３より、認識が高まってい

ることがわかる。更なる取組のための課題設定が必要と考える。 

・女性に対するあらゆる暴力の根絶のための施策の推進では、市民意識調査問

１９より、暴力への認識は前回調査より高まっているものの、「何を言って

も長時間無視し続ける」については東京都調査、全国調査より認識が低いこ

とから、「何を言っても長時間無視し続ける」ことも暴力にあたるという認

識を持つための取組が必要と考える。 

・市民意識調査問１８の「デートＤＶ」の認知度については若い世代ほど多く

周知されているが、更なる周知が必要。 

・職場のハラスメントについては、事業所調査問１０より、市内事業所の４割

で防止対策に取り組んでいるが、更なる対策を促進する方策が必要と考える。 

・基本目標Ⅳの男女共同参画の推進体制の強化と環境の整備については、増加 

する大規模災害に備え、男女共同参画の視点に立った防災対策や取組の必要 

性を周知するための目標設定が必要。国の第５次計画では防災会議の委員に 

占める女性の割合、消防団員に占める女性の割合が成果目標として設定され 

ている。市役所内の連携については、取組を周知し、全庁的に男女共同参画 

を進めていく。 

・男女共同参画推進条例や市の取組を周知するため、認知度の低い各施策をピ

ーアールしていくことに工夫が求められる。 

     

会 長 ：議題（３）について質問はあるか。審議会としては、現行のアクティブプラ 

ン２１の項目を新しくするかしないかも含めて、今年度以降見直しをすると 

いうことでいいか。 

 

事務局 ：現状と見合わない部分など見直し、次回以降案を提示したい。 

 

委 員 ：基本目標Ⅱ「３あらゆる場での男女共同参画意識の醸成」について、市民意 

識調査問６では、地域活動を行っている人の割合が前回調査と比べて減少傾 

向にあるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響からなのか、年々減って 

きているものなのか。今後どうやって地域活動を拡大させていくのかが課題。 

 

事務局 ：調査の実施時期が令和２年９月ということで、感染症の影響も考えられるが、 
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共働き世帯の増加による影響もあるととらえている。今後各世代に見合った

施策を市として考えていきたい。 

 

委 員 ：どこまでが地域活動にあたるのか、具体的に思いつかない人もいたのでは。 

新たな講座など（若年層が参加しやすい）施策を期待したい。 

 

事務局 ：時代に見合った講座などの検討していきたい。 

 

会 長 ：家族が育児休業、介護休業を取得しないといけない状況ではなく、本来は家 

族にだけ負担が集中しないよう、公的サービスを利用することで、社会が受 

け止めてくれるという状況が望ましいのでは。取得率だけで考えず取り組ん 

でもらいたい。 

 

事務局 ：仕事をしながら育児・介護ができるような周知が必要と考える。 

 

委 員 ：審議会は、アクティブプラン２１改定のための会という位置づけということ 

でいいか。感染症の影響で働き方などが変わってきているが、この状況の見 

通しが立たない。計画にどう反映させていくのかが課題と感じている。 

 

事務局 ：テレワークやフレックスタイムなどの多様な働き方の広がりは、女性活躍を 

後押しするものと考えている。労働者数が１０１人以上の事業者へは、一般 

事業主行動計画の策定が義務化されるため、市としても支援をしていきたい。 

 

委 員 ：自治会も感染症の影響を受けている。コミュニケーションをどう図っていく

かが課題となっている。知恵を出し合いながら、市全体で地域の方が楽しめ

るものを考えていってほしい。 

 

事務局 ：感染症の状況が流動的ではあるが、審議会と情報を共有しながら事業などを

進めていきたい。 

 

委 員 ：若年層からの回収率が高く、各年代（や未婚男性など）からの回収率も高い

ため、今後のライフプランを考えるうえで男女共同参画に関心を持っている

ことが読み取れる。直接的支援につながる具体的な取り組みを、市として提

示することが重要だと思う。 

 

会 長 ：社会情勢の変化の影響を受けやすい女性のために、踏み込んだ事業が必要。 
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委 員 ：PTA においても、コロナ禍で会費の徴収が今までどおりできず、思うよう 

に事業が実施できない状況もある。地域活動を促すにもこういった矛盾点を 

解消する努力が必要。育児休業取得については、保育園入園の申込時期、手 

当の支給開始時期など課題が多い。市民意識調査から「スムーズに保育所等 

に入所できる体制の整備」が求められているのがわかる。保育園の受入れの 

枠が増えれば、女性活躍の場がさらに広がるのではないか。 

 

事務局 ：自治会においては会費を取らない、減額などの対応をする自治会もあった。 

     リモートの普及によって、女性が参画しやすい状況も出てきている。保育園 

入園や待機児童に関しては課題としてとらえている。 

 

会 長 ：リモートワークなど働き方の変化で、保育園の入所要件に満たなくなるなど、 

形式的にならないようにしてほしい。 

 

委 員 ：リモートに対応できない環境の方も多い。その方たち向けに支援や働きかけが 

必要なのでは。審議会の開催方法についても検討すべき。 

 

委 員 ：会議の場では、手指消毒に加え検温も実施すべき。 

 

事務局 ：市民活動団体の中でリモートに関する講座を実施するなどの動きが出てきている。 

     来年度から審議会の開催方法については検討していく。 

 

会 長 ：以上で議題は終了する。 

 

     令和２年度第３回小平市男女共同参画推進審議会を終了する。 

      

 


